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【提出日】平成20年12月4日(2008.12.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
酸化グルタチオン、薬学的に受容可能な酸化グルタチオンの塩、薬学的に受容可能なグル
タチオンの誘導体およびそれらの混合物からなる群より選択される、グルタチオンの形態
を含み、さらにイノシンを含む、組成物。
【請求項２】
酸化グルタチオン、薬学的に受容可能な酸化グルタチオンの塩、薬学的に受容可能なグル
タチオンの誘導体およびそれらの混合物からなる群より選択される、グルタチオンの形態
を含み、さらにエクステンダーを含む、組成物。
【請求項３】
前記グルタチオンの形態は、酸化グルタチオンである、請求項１または２に記載の組成物
。
【請求項４】
前記組成物は、非経口投与のためのものである、請求項１または２に記載の組成物。
【請求項５】
治療剤が、滅菌注射溶液中に存在する、請求項１または２に記載の組成物。
【請求項６】
前記グルタチオン形態は、０．０１％～２．０％の濃度で存在する、請求項１または２に
記載の組成物。
【請求項７】
前記エクステンダーがシステアミンである、請求項２に記載の組成物。
【請求項８】
肝炎を処置するための治療剤であって、該治療剤は、酸化グルタチオン、薬学的に受容可
能な酸化グルタチオンの塩、薬学的に受容可能なグルタチオンの誘導体およびそれらの混
合物からなる群より選択される、グルタチオンの形態を含む、治療剤。
【請求項９】
肝炎を処置するための治療剤であって、該治療剤は、酸化グルタチオン、薬学的に受容可
能な酸化グルタチオンの塩、薬学的に受容可能なグルタチオンの誘導体およびそれらの混
合物からなる群より選択される、グルタチオンの形態を含み、該治療剤は、所定の所望の
治療効果を得るために、内因性生産を刺激するための時間投与される、治療剤。
【請求項１０】
エクステンダーをさらに含む、請求項８または９に記載の治療剤。
【請求項１１】
前記エクステンダーはイノシンである、請求項１０に記載の治療剤。
【請求項１２】
前記エクステンダーはシステアミンである、請求項１０に記載の治療剤。
【請求項１３】
前記グルタチオンの形態は、酸化グルタチオンである、請求項８、９、１０または１１に
記載の治療剤。
【請求項１４】
前記組成物は、非経口投与のためのものである、請求項８、９、１０または１１に記載の
治療剤。
【請求項１５】
前記治療剤が、滅菌注射溶液中に存在するものである、請求項８、９、１０または１１に
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記載の治療剤。
【請求項１６】
前記グルタチオン形態は、０．０１％～２．０％の濃度で存在する、請求項８、９、１０
または１１に記載の治療剤。
【請求項１７】
前記治療剤は、２４時間の期間に少なくとも１回体重１ｋｇあたり０．０１ｍｇから０．
５ｍｇの用量で投与されることを特徴とする、請求項８または９に記載の治療剤。
【請求項１８】
前記治療剤は、０．０１％～２．０％のグルタチオン形態の濃度で薬学的に受容可能な溶
液中に存在し、非経口投与されることを特徴とする、請求項１７に記載の治療剤。
【請求項１９】
新生物疾患、感染疾患、血管性疾患および免疫学的疾患からなる群より選択される状態を
処置するための、請求項９に記載の治療剤。
【請求項２０】
前記状態は、感染疾患である、請求項１９に記載の治療剤。
【請求項２１】
前記状態は、血管性疾患である、請求項１９に記載の治療剤。
【請求項２２】
前記状態は、免疫学的疾患である、請求項１９に記載の治療剤。
【請求項２３】
前記状態は、新生物疾患である、請求項１９に記載の治療剤。
【請求項２４】
ＡＩＤＳ、肝炎、ヘルペス、結核、髄膜炎、腹膜炎、敗血症、および感染が原因の化膿性
－手術併発症よりなる群から選択される状態を処置するための、請求項９に記載の治療剤
。
【請求項２５】
転移性プロセス、造血臓器増殖症、悪性腫瘍、ルンフォグラニュロマトス（リンパ腺腫＝
ｌｙｍｐｈｏｇｒａｎｕｌｏｍａｔｏｕｓ）、リンパ腫、放射線あるいは化学物質が原因
のがんおよび免疫不全からなる群から選択される状態を処置するための、請求項９に記載
の治療剤。
【請求項２６】
免疫抑制、多発性硬化症、アルツハイマー硬化症、神経退行性疾患、萎縮性側索硬化症、
糸球体腎炎、膠原病、悪性リューマチ、ループス、乾癬、膵性糖尿病、およびアレルギー
性疾患よりなる群から選択される
【請求項２７】
転移性拡大疾患、造血臓器増殖症、悪性腫瘍、ルンフォグラニュロマトス（リンパ腺腫＝
ｌｙｍｐｈｏｇｒａｎｕｌｏｍａｔｏｕｓ）、リンパ腫、放射線あるいは化学物質が因の
免疫不全からなる群から選択される状態を処置するための、請求項９に記載の治療剤。
【請求項２８】
虚血性、萎縮性、退行性の疾患から選択される、状態を処置するための、請求項９に記載
の治療剤。
【請求項２９】
サイトカインおよび造血因子の内因性生産を刺激するための組成物であって、該組成物は
、酸化グルタチオンを含む、組成物。
【請求項３０】
前記酸化グルタチオンは、非経口的に投与される、請求項２９に記載の組成物。
【請求項３１】
前記酸化グルタチオンは、局所（ｔｏｐｉｃａｌｌｙ）または局所（ｌｏｃａｌｌｙ）の
いずれかで投与される、請求項２９に記載の組成物。
【請求項３２】
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さらに、前記酸化グルタチオンの半減期のエキステンダーを含む、請求項２９に記載の組
成物。
【請求項３３】
前記エクステンダーは、酸化促進剤（ｐｒｏｏｘｉｄａｎｔ）化合物、グルタチオン還元
酵素によって触媒されるＧＳＳＧからＧＳＨへのＮＡＤＰ－Ｈ依存の還元の競合体である
物質、グルコース－６－リン酸－脱水素酵素あるいはその他のＮＡＤＰ－Ｈ依存型酵素に
触媒されるＮＡＤＰ＋からＮＡＤＰ－Ｈへの還元を可逆的に阻害することができる化合物
、あるいはそれらの混合物からなる群より選択される、請求項３２に記載の組成物。
【請求項３４】
前記エクステンダーは、過酸化水素である、請求項３２または３３に記載の組成物。
【請求項３５】
前記エクステンダーはイノシンである、請求項３２または３３に記載の組成物。
【請求項３６】
前記エクステンダーはシステアミンである、請求項３２または３３に記載の組成物。
【請求項３７】
前記治療剤は、２４時間の期間に少なくとも１回体重１ｋｇあたり０．０１ｍｇから０．
５ｍｇの用量で投与されることを特徴とする、請求項３０に記載の組成物。
【請求項３８】
前記治療剤は、０．０１％～２．０％のグルタチオン形態の濃度で薬学的に受容可能な溶
液中に存在し、非経口投与されることを特徴とする、請求項３７に記載の組成物。
【請求項３９】
前記溶液は、さらに、０．０３重量％～０．０００３重量％過酸化水素、０．１重量％～
５重量％のイノシン、０．１重量％～３重量％のシステアミンおよびそれらの混合物から
なる群より選択されるエキステンダーを含む、請求項３８に記載の組成物。
【請求項４０】
前記酸化グルタチオンは塩形態で存在する、請求項２９、３０、３１または３２に記載の
組成物。
【請求項４１】
前記塩は、ジナトリウム塩である、請求項４０に記載の組成物。
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